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会   議   録 

会議名 

（審議会等名） 
相模原市立相模湖地区公民館運営協議会 

事務局 

（担当課） 
相模湖公民館 電話０４２－６８４－２３７７(直通) 

開催日時 令和５年６月２８日（水） １９時００分～２０時３０分 

開催場所 相模湖公民館 １階 コミュニティホール 

出 

席 

者 

委 員   １８人（別紙のとおり） 

その他    １人 

事務局    ３人（天野館長代理、他２人） 

公開の可否 ■可  □不可  □一部不可 傍聴者数 ０人 

公開不可・一部

不可の場合は、

その理由 

 

会議次第 

（１）開会 

（２）委嘱状交付 

（３）あいさつ 

（４）研修 公民館運営協議会について 

（５）役員の選任及び各委員会の構成について 

（６）令和４年度事業報告及び決算報告について 
（７）令和５年度公民館活動目標（案）について 

（８）令和５年度相模湖・千木良公民館事業計画（案）及び収支予

算（案）について 
（９）自主企画提案事業及び共催事業について 
（10）その他 

①相模湖地区公民館運営協議会の開催日程について 
② その他 

（11）閉  会 



協 議 の 要 旨 

主な内容は次のとおり。（○は委員の発言、●は事務局の発言） 

（１）開会 

（２）委嘱状交付 

（３）あいさつ （藤井会長） 

（４）研修 公民館運営協議会について 

   事務局から説明を行った。 

（５）役員の選任及び各委員会の構成について 

役員の選任及び各委員会の構成について、事務局から説明を行った。 

 ○ 委員会への配属が決定したが、会議及び事業についてはすべて出席しなければいけないの

か。 

 ● すべての会議や事業への出席は、仕事などもあり困難であると認識しておりますので、委

員の皆様の都合のつく範囲での出席で構いません。 

役員の選任及び各委員会の構成員は事務局（案）のとおり承認された。 

（６）令和４年度事業報告及び決算報告について 

令和４年度事業報告及び決算報告について、事務局から説明を行った。 

承認された。 

（７）令和５年度公民館活動目標（案）について 

令和５年度公民館活動目標（案）について、事務局から説明を行った。 

承認された。 

（８）令和５年度相模湖・千木良公民館事業計画（案）及び収支予算（案）について 

令和５年度相模湖・千木良公民館事業計画（案）及び収支予算（案）について 

事務局から説明を行った。 

承認された。 

（９）自主企画提案事業及び共催事業について 

自主企画提案事業及び共催事業について、事務局から説明を行った。 

○  申込書に住所が記載されていないが何か理由があるのか。 

● 個人情報に該当するので提案する資料は削除していますが、ご本人からの申込書には記載

してあります。 

承認された。 

（10）その他 

  ① 相模湖地区公民館運営協議会の開催日程について 

（事務局）相模湖地区公民館運営協議会の開催日程について、事務局から説明を行った。 

② その他 

   ７月に各委員会が開催される旨を連絡した。 

（11）閉会 

 



相模湖地区公民館運営協議会委員出欠席名簿 

 氏   名 所 属 等 備 考 出欠席 

１ 藤 井  行 雄 館長 会 長 出席 

２ 相 馬   圭 相模湖地区小・中学校長等連絡会  出席 

３ 宮 﨑 辰 男 与瀬・小原地区自治会連合会  出席 

４ 根    仁 美 千木良地区自治会連合会 監 事 出席 

５ 江 藤 洋 治 内郷地区自治会連合会  出席 

６ 橋 本 利 貢 相模湖地区老人クラブ連合会  欠席 

７ 関 戸 浩 美 相模湖地区 PTA  出席 

８ 小 島 和 男 相模湖地区社会福祉協議会  出席 

９ 関 戸 まち江 利用団体より選出  出席 

10 小 林 さよ子 利用団体より選出  出席 

11 中 里 貴美代 利用団体より選出  出席 

12 清 水    創 学識経験者（元高等学校教諭） 副会長 出席 

13 石 倉 美佐子 学識経験者（民生委員児童委員） 監 事 出席 

14 滝 澤 達 志 相模湖地区スポーツ推進委員  出席 

15 水 谷 哲 也 相模湖地区スポーツ推進委員  出席 

16 小 川  里 美 青少年指導員相模湖地区協議会 副会長 出席 

17 若 林 幸 恵 青少年指導員相模湖地区協議会  欠席 

18 森 谷 美 可 相模湖地区健康づくり普及員協議会  出席 

19 川 口 雅 功 館長が特に必要と認める者  出席 

20 朝比奈 滋明 館長が特に必要と認める者 会 計 出席 

21 塚 田    一 館長が特に必要と認める者  欠席 

 


